
 

鹿島市規則第２８号 

 

 

   鹿島市の自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例施行規則  

 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、鹿島市の自然環境等と太陽光発電事業との調和に関す

る条例（令和５年条例第１０号。以下「条例」という。）の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例

による。 

 （保全区域の指定） 

第３条 条例第９条第２項の規定により保全区域として指定する区域は、別

表に掲げる区域とする。 

 （説明会の実施） 

第４条 条例第１０条第１項の規定による関係住民等への説明会の実施は、

次に掲げる条件を満たす説明会を開くことその他市長が適当と認める方法

により行わなければならない。ただし、第６条第３項各号のいずれかに該

当する場合は、関係住民等への説明会の実施は不要とする。  

 ⑴ 自治会の区域ごとに１回以上行うこと。  

 ⑵ より多数の関係住民等の参加が見込まれる日時及び場所を選定するこ

と。 

 ⑶ 事業計画の説明を行うことについて、印刷物の配布その他適切な方法

により周知を図ること。 

 ⑷ 公民館その他の集会施設において行うこと。  

 ⑸ 関係住民等の求めがあったときは、事業計画又はその概要を記載した

書面が提供されること。 

 ⑹ 説明の方法が関係住民等の理解を深めるよう配慮されたものであるこ

と。 

 （意見の申出及び協議） 

第５条 条例第１０条第２項に規定する意見の申出は、関係住民等から事業

者に対し、意見書（様式第１号）を提出して行うものとする。  
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２ 条例第１０条第３項に規定する協議は、事業者から意見書を提出した者

に対し、見解書（様式第２号）を交付して行うものとする。  

３ 条例第１０条第４項に規定する報告は、太陽光発電設備設置事業意見書

に関する報告書（様式第３号）に意見書（様式第１号）及び説明会で配布

した資料を添えて、市長に提出して行わなければならない。  

４ 条例第１０条第５項に規定する報告は、太陽光発電設備設置事業協議内

容報告書（様式第４号）に見解書（様式第２号）及び協議で配布した資料

を添えて、当該協議を行った日から１４日以内に市長に提出して行わなけ

ればならない。 

 （事業の届出） 

第６条 条例第１２条第１項の規定による届出は、太陽光発電事業届出書（

様式第５号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出して行わなければ

ならない。 

 ⑴ 事業計画書（様式第６号） 

 ⑵ 事業区域等状況調書（様式第７号） 

 ⑶ 事業区域内の土地の登記事項証明書の写し  

 ⑷ 維持管理に関する計画書（様式第８号）  

 ⑸ 太陽光発電設備設置事業説明会開催報告書（様式第９号）  

 ⑹ 協定書の写し（協定の締結を行った場合）  

 ⑺ その他市長が必要と認める書類 

２ 条例第１２条第２項の規定による届け出た事項の変更は、太陽光発電設

備設置事業変更届出書（様式第１０号）に次に掲げる書類を添付して、市

長に提出して行わなければならない。 

 ⑴ 太陽光発電事業（変更）同意通知書（様式第１１号） 

 ⑵ 変更内容の説明資料 

 ⑶ 事業計画書（様式第６号） 

 ⑷ 設計図面 

 ⑸ その他市長が必要と認める書類 

３ 条例第１２条第２項ただし書に規定する規則に定める軽微なものは、次

に掲げるものとする。 

 ⑴ 設計者、工事施工者の変更 

 ⑵ 保安点検責任者の変更 

 ⑶ 対象事業の着手又は完了の予定年月日の変更  

 ⑷ 雨水排水及び土砂流出に影響が生じない小規模な土地の造成及びフェ
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ンス等の工作物の変更 

 ⑸ 事業面積の縮小 

 （同意の基準等） 

第７条 条例第１３条第１項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるも

のとする。 

 ⑴ 条例第１２条第１項及び第２項の規定により届出をした事業者又は当

該届出に係る工事施工業者（以下この号において「届出者等」という。

）が、次のいずれにも該当しないこと。  

  ア 対象事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められな

い場合 

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴

力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

い者（以下この号において「暴力団員等」という。）である場合  

  ウ 届出者等が法人である場合において、その役員（業務を執行する社

員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問そ

の他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執

行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支

配力を有するものと認められるものを含む。）がイに該当する場合  

  エ 暴力団員等がその事業活動を支配する場合  

 ⑵ 条例第１２条第１項及び第２項の規定により届出があった事業につい

て、事業計画が自然環境等の保全上又は災害の防止に支障がないと認め

られること。 

２ 市長は、条例第１３条第１項の規定による同意を行うに当たり、必要が

あると認めるときは、庁内関係部署に意見を求めることができる。  

 （同意の通知） 

第８条 市長は、条例第１３条第１項の規定による同意の可否を決定したと

きは、太陽光発電事業（変更）同意通知書（様式第１１号）又は太陽光発

電事業（変更）不同意通知書（様式第１２号）により事業者に通知するも

のとする。 

２ 条例第１３条第２項の規定による通知は、改善通知書（様式第１３号）

により事業者に通知するものとする。 

 （工事の着手等の届出） 

第９条 条例第１４条第１項の規定により、対象事業に係る太陽光発電設備
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の設置工事に着手し、中断し、又は再開したときは、着手し、中断し、又

は再開した日から１４日以内に、太陽光発電設備設置事業着手（中断・再

開）届出書（様式第１４号）により市長に届け出なければならない。 

２ 条例第１４条第１項の規定により、対象事業に係る太陽光発電設備の設

置工事が完了したときは、完了した日から１４日以内に太陽光発電設備設

置事業完了届出書兼検査願（様式第１５号）により市長に届け出なければ

ならない。 

 （地位の承継等の届出） 

第１０条 条例第１５条第１項の規定による届出は、地位を承継した日から

３０日以内に、太陽光発電設備設置事業承継届出書（様式第１６号）を市

長に提出して行われなければならない。  

２ 条例第１５条第２項による届出は、管理者を変更した日から３０日以内

に、太陽光発電設備設置事業者管理者変更届（様式第１７号）を市長に提

出して行わなければならない。 

 （維持管理に関する報告） 

第１１条 条例第１６条第２項及び第３項の規定による報告は、太陽光発電

設備等状況報告書（様式第１８号）を市長に提出して行わなければならな

い。 

 （事業の廃止の届出） 

第１２条 条例第１７条第１項の規定による届出は、太陽光発電事業廃止届

（様式第１９号）及び撤去及び処分に関する計画書（様式第２０号）を市

長に提出して行わなければならない。 

２ 条例第１７条第２項の規定による届出は、太陽光発電設備撤去完了届（

様式第２１号）を市長に提出して行わなければならない。  

 （立入調査） 

第１３条 条例第１８条第２項に規定する身分を示す証明書は、太陽光発電

設備立入調査員証（様式第２２号）とする。 

 （指導、助言及び勧告） 

第１４条 条例第１９条第１項の規定による指導又は助言は、指導・助言書

（様式第２３号）により行うものとする。 

２ 条例第１９条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第２４号）によ

り行うものとする。 

 （命令） 

第１５条 条例第２０条の規定による命令は、命令書（様式第２５号）によ
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り行うものとする。 

 （公表） 

第１６条 条例第２１条第１項の規定による公表は、鹿島市公告式条例（昭

和２９年条例第１号）第２条第２項に規定する掲示場への掲示その他適当

と認められる方法により行うものとする。  

２ 条例第２１条第２項の規定による意見を述べる機会を与えるときは、公

表に関する事前通知書（様式第２６号）により行うものとする。 

３ 事業者は、前項に規定する意見を述べる機会を与えられ、意見を述べる

ときは、公表に関する意見書（様式第２７号）により行うものとする。 

 （補則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年６月１日から施行する。   



 

別表（第３条関係） 

保全区域 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律

第８８号）第２８条第１項に規定する鳥獣保護区及び同法第２９条第１

項に規定する特別保護地区 

自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条第２号に規定する国立

公園及び佐賀県立自然公園条例（昭和３３年条例第５０号）第２条第１

号に規定する県立自然公園 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項に規定する保安林  

文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第９３条第１項に規定する

周知の埋蔵文化財包蔵地及び同法第１０９条第１項に規定する史跡名勝

天然記念物 

佐賀県文化財保護条例（昭和５１年条例第２２号）第３２条第１項に規

定する県史跡名勝天然記念物 

鹿島市文化財保護条例（昭和５１年条例第１１号）第３２条第１項に規

定する市史跡名勝天然記念物 

鹿島市歴史的景観条例（平成１５年条例第２５号）第１８条に規定する

伝統的建造物群保存地区 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成１２年法律第５７号）第７条第１項に規定する土砂災害警戒区域及び

同法第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域  

地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定する

地すべり防止区域 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７

号）第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域  

砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定された砂防

指定地 

河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項に規定する河川区域

及び同法第５４条第１項に規定する河川保全区域  

市長が必要と認める区域 

 ⑴ 鹿島市都市公園条例（昭和４８年条例第２号）第２条第１項に規

定する都市公園 

 ⑵ その他市長が必要と認める区域 
 


